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令和６年度 施政方針について 

 

 

本日、令和６年度の予算案をはじめとする各議案のご審議をお願いするにあ

たり、町政運営に向けての私の所信の一端と、主要な施策の概要について申し

上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

≪はじめに≫ 

本年１月１日に石川県能登地方で発生した「令和６年能登半島地震」でお亡

くなりになられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、今なお被災されて

いる方々に心よりお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復旧、復興を

心よりお祈り申し上げます。 

本町では、神奈川県からの要請に応じて、１月１９日から本日までの間、  

計７名の職員を、石川県羽咋郡志賀町と珠洲市に派遣し、罹災証明書の発行や

物資の受入調整、避難所運営の支援、健康相談等を行いました。 

被災地におかれましては、今なお厳しい状況が続いておりますので、被災者

の皆様が一日も早く日常を取り戻すことができるよう、引き続き県と連携し、

職員の派遣等、必要な支援を行ってまいります。 

また、昨年７月に、国連のグテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は終わ

り、地球沸騰の時代が到来した」と発言されたように、世界各地で熱波による

大規模な森林火災や巨大台風などの気象災害が激甚化・頻発化しており、わが

国においても予断を許さない状況となっております。 

防災・減災対策については、これまでの様々な経験や教訓を生かし、いつ起

きるか分からない自然災害の被害を最小限に抑え、町民の皆様の生命や財産を

守るため、引き続き強化してまいりたいと考えております。 

 

さて、昨年を振り返りますと、５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法

上の位置付けが５類感染症に移行したことにより、コロナ禍からの脱却が進み、

社会経済活動の正常化が進んだ１年であったと感じております。 

本町においても、夏の「丹沢湖花火大会」や秋の「西丹沢もみじ祭り」など、

町を代表するイベントが再開され、久しぶりに本町の魅力を多くの方々に感じ

ていただくことができました。 
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また、１０月には、ユネスコ無形文化遺産に登録された「山北のお峰入り」

の記念公演を実施するとともに、本年２月には海老名市において、３４年ぶり

に町外で大規模な一般公開が行われ、国内外に広く発信することができました。 

今後も、世界に誇る「山北のお峰入り」をはじめとした、本町の様々な文化

財について、関係団体や町民の皆様と連携し、保存・継承・活用に努めていき

たいと考えております。 

 

一方、国内の明るい話題といたしましては、ワールド・ベースボール・クラ

シック（ＷＢＣ）で、侍ジャパンが世界一になったことをはじめ、様々な競技

において日本代表選手が活躍するなど、コロナ禍を乗り越え、スポーツ界が大

いに盛り上がり、日本中にたくさんの元気と感動を与えてくれました。 

本年は、パリ２０２４オリンピック・パラリンピックがフランスで開催され

ますので、日本代表選手の活躍に大いに期待したいと考えております。 

 

さて、経済情勢についてですが、ロシアのウクライナ侵攻の長期化や、中東

地域をめぐる情勢の緊迫化など不安定感が増しており、エネルギー価格の高騰

や、長引く円安を背景とした物価の上昇など、我々の生活に大きな影響を及ぼ

しています。 

なお、本年２月の内閣府の月例経済報告によりますと、国内の経済情勢の先

行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、

緩やかな回復が続くことが期待される。」とされておりますが、本年はアメリカ

やロシア、台湾など、世界情勢に大きな影響を与える国で選挙が実施されるこ

とから、その結果が今後の経済情勢にどのような影響を及ぼすのか、不透明感

は拭えない状況となっております。 

 

また、国政においては、昨年９月に、第２次岸田内閣発足後２回目となる内

閣改造が行われました。１月２６日に開会した通常国会における岸田首相の施

政方針演説では、「経済の再生」を最大の使命とし、物価高を上回る所得の実現

を図ることや、日本社会の最大の戦略課題を「人口減少問題」とし、前例のな

い規模でこども・子育て政策の強化を図ることについて述べられました。 

そして、人口減少に適応しつつ、国民ニーズの多様化・複雑化に対応するた

め「デジタル行財政改革」や、観光や農業などの基幹産業の発展を支援する「地

方創生」について取り組みを進めていくこととしております。 

本町といたしましても、引き続きこのような社会経済情勢や、国と県の動向

に注視し、関係する施策や事業について積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 
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さて、私が４期目の町政を担わせていただいてから、１年と８か月が過ぎよ

うとしておりますが、本年度は、本定例会に提案しております「山北町第６次

総合計画」がスタートする重要な年度となります。 

私自身も改めて初心に立ち返り、新たな挑戦者の気持ちで一つひとつの課題

に全力で向き合いながら、理事者と職員が一丸となって町政運営にいっそう邁

進していく決意であります。 
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≪町政運営の基本姿勢≫ 

「第６次総合計画」がスタートする令和６年度の町政運営につきましては、

町の新たな将来像の実現に向けた新規・拡充事業について、優先して取り組む

ことを基本姿勢といたします。 

 

はじめに、コミュニティ活動支援事業についてですが、コロナ禍後における

自治会の活性化や加入率の向上を図るため、各地域の特性を生かした活動に対

して、新たな助成金制度を創設し支援を行います。 

 

東山北駅周辺魅力づくり推進事業につきましては、水上地区の土地利用につ

いて、民間事業者との連携も視野に入れた中で、技術的な課題の抽出や事業ス

キーム等を検討し、それらを踏まえて土地利用計画を策定いたします。 

また、向原保育園の移転や道路整備と併せて、水上地区土地利用研究会と意

見交換を行いながら事業を推進いたします。 

 

人口ビジョン・総合戦略推進事業につきましては、国の「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」や県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、令

和７年度から始まる、新たな「第３期総合戦略」を策定することで、地方創生

の取り組みを進めてまいります。 

 

戸籍住民基本台帳等管理事業につきましては、「デジタル田園都市国家構想交

付金」を活用し、町民の利便性の向上を図るため、役場本庁舎の町民税務課窓

口にキャッシュレスレジを導入いたします。 

 

避難行動要支援者支援事業につきましては、住基システムや地図データと連

動した新たな地域福祉システムへ移行し、避難行動要支援者支援制度の実効性

を確保するため、「個別避難計画」の精度向上に取り組んでまいります。 

 

子育て支援事業につきましては、子育て支援施策のより一層の推進を図るた

め、令和７年度からの５年間を計画期間とする、新たな「子ども・子育て支援

事業計画」を策定いたします。 

なお、こども基本法において努力義務とされている「市町村こども計画」と

の一体的な策定を検討いたします。 
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認定こども園運営事業につきましては、災害時に備え、町内の全園児のおよ

そ２日分の非常食を備蓄するとともに、足柄上保健福祉事務所管内の給食提供

施設と連携し、相互の支援体制を構築します。 

 

予防接種事業につきましては、帯状疱疹の発症率を低減させ、重症化を予防

するため、６５歳以上の高齢者を対象に、帯状疱疹ワクチンの接種費用を新た

に助成いたします。 

 

環境推進事業につきましては、現行計画を改定し、令和７年度から始まる、

新たな「環境基本計画」を策定いたします。 

なお、次期計画は、温室効果ガスの排出削減や再生可能エネルギー導入等の

取り組みについて定めた「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と、「気候

変動適応計画」を兼ね備えた計画といたします。 

 

鳥獣害対策事業につきましては、ジビエの販路拡大のため、町内の飲食店等

がジビエ料理を提供しやすくする新たな助成金制度を創設いたします。 

 

林業促進事業につきましては、森林環境譲与税を活用し、間伐や路網整備等

を支援する森林整備事業や、森林ボランティアを支援する人材育成事業を実施

いたします。 

また、木製家具やおもちゃ等の製作・設置による町内産の木材利用や、小学

生を対象とした森林体験学習等の普及啓発事業を推進いたします。 

 

道路新設改良事業につきましては、新たに町道越地宿線の用地測量を行うと

ともに、道路新設工事に伴う町道原耕地１４号線、町道茱萸ノ木松原先線、（仮

称）町道水上５号線の用地を取得いたします。 

また、昨年度に引き続き、町道梶山線の改良工事を実施いたします。 

 

防災設備等維持管理事業につきましては、防災行政無線の通信困難地域の補

完と通信力の強化を図るため、新たにＩＰ無線機を試験導入いたします。 

 

自主防災対策事業につきましては、災害時に備え、各連合自治会へ飲料水用

簡易水槽を配備します。 
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学校施設維持管理運営事業につきましては、川村小学校校舎の老朽化に伴い、

新たにアスベスト及び構造体の劣化診断調査や、令和７年度より実施を予定し

ている校舎Ｂ棟の長寿命化改良工事の実施設計を行います。 

 

英語補助教員設置事業につきましては、園児が英語や異文化に慣れ親しむた

め、定期的な学校の外国語指導助手（ＡＬＴ）との交流だけでなく、新たに、

専任の外国語指導助手（ＡＬＴ）を毎週各園に派遣・巡回することで、英語力

向上の機運を醸成いたします。 

 

青少年育成活動推進事業につきましては、本町が発祥の地である「ひばり児

童合唱団」が創立８０周年を迎えたことを記念し、青少年健全育成大会におい

て「ひばりオトナ合唱団」の公演を実施いたします。 

 

体育施設整備事業につきましては、令和５年度に行った実施設計に基づき、

町内産の木材を利用した旧山北体育館の代替体育施設を建築いたします。 
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≪主要な施策≫ 

続きまして、これまでご説明した以外の、令和６年度の主要な施策について、

６つの分野別に述べさせていただきます。 

 

 

はじめに、１点目として「健康福祉分野」であります。 

まず、健康福祉センター管理事業についてですが、健康づくりの拠点となる

健康福祉センターについて、施設運営の効率化に努めるとともに、利用者に対

するサービスの向上を図ります。 

 

健康づくり事業につきましては、町民の健康づくりや健康的な生活習慣の定

着を促すため、健康づくりポイント事業を実施し、付与するポイントに応じて

町商品券等に交換するなど、気軽に健康づくりに取り組めるよう推進いたしま

す。 

また、健康づくりやフレイル予防を目的としてニーズの高い水中運動教室や

ポールウォーキング教室を、年間を通じて開催いたします。 

 

健康診査、相談等事業につきましては、年齢に応じた健康診査や各種がん検

診を推進いたします。特に、３０歳から３９歳を対象とした「さくら健診」で

は、生活習慣病を含めた疾病予防をめざすとともに、胃がん・大腸がん・肺が

ん・乳がん・子宮頸がんの「がん検診」では、男性は４０歳から７０歳、女性

は２０歳から７０歳の該当者全員に通知を行い、受診率の向上を図ります。 

 

母子保健事業につきましては、子育て世代の不安解消や経済的な負担軽減を

図るため、新たに、新生児の聴覚検査に係る費用を全額助成するとともに、  

引き続き保険適用外の不妊治療に要する費用の一部を助成いたします。 

また、国において創設された「出産・子育て応援交付金」に基づき、安心し

て出産や子育てができるよう、妊娠時と出産時に対して計１０万円を給付いた

します。 

さらに、妊産婦の健康管理や精神的ケアの充実を図るため、妊婦及び産婦の

健康診査費用を補助いたします。 

そして、心身ともに不安定になりやすい出産後の１年間において、助産師に

よる保健指導を行い、心身のケアや育児のサポートなどにより、産後も安心し

て子育てができる「産後ケア」を充実してまいります。 
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山北診療所管理運営事業につきましては、管理運営を指定管理者制度により

委託し、指定管理者へ適切な運営支援を行うことで、地域医療の維持を図りま

す。 

 

予防接種事業につきましては、町民の感染症予防を目的として、定められた

対象者に対し、各種ワクチンの接種費用を助成いたします。 

なお、新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、本年度から接種

費用が自己負担となることから、対象を６５歳以上及び基礎疾患のある方とし、

接種費用の一部を医療機関に助成いたします。 

 

救急、災害時医療体制等の充実につきましては、ＡＥＤの公共施設への設置

について、耐用年数を超えた機器の更新を計画的に進めるとともに、民間企業

と協力し、２４時間・３６５日利用できる体制を整備いたします。 

 

国民健康保険事業につきましては、特定健康診査の受診率向上の為の受診勧

奨と、結果により抽出された方へ健康意識の啓発や生活習慣の改善を提案する

保健指導を行うことで、生活習慣病の重症化を予防し、町民の健康増進を図り

ます。 

また、重複受診や多剤投与者の状況を把握し、保健師による訪問指導につな

げ、医療費の適正化をめざします。 

そして、国保財政の安定化を図るため、本年度から３年間かけて国民健康保

険税率を改定するとともに、コンビニエンスストアでの納付やＱＲコード決済

等について周知し、収納率の向上を図ります。 

 

後期高齢者医療制度運営事業につきましては、国民健康保険データベース 

「ＫＤＢ」から提供されるデータを活用し、健康課題の分析や対象者の把握を

行い、事業の企画から実施・評価・調整を行うことで、新たに、高齢者の保健

事業と介護予防を一体的に実施いたします。 

また、適正な事業遂行のため、新規加入者への口座振替の勧奨や、特別徴収

平準化等により保険料の収納率向上を図ります。 

 

避難行動要支援者支援事業につきましては、避難行動要支援者支援制度に基

づく「個別避難計画」の活用と未登録者への啓発に努め、高齢者や障がいのあ

る方など、災害時に支援を必要とする方への支援体制の充実を図り、安心して

生活できる地域づくりを推進いたします。 
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子育て支援事業につきましては、本年４月より各自治体に「こども家庭セン

ター」の設置が努力義務化されていることから、従来の「子育て支援包括支援

センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の両機関が有する機能を生かし、切

れ目のない支援を提供していくため、統括支援員を中心として関係部署が連携

した支援体制を構築いたします。 

また、「子育て支援センター」の運営や、ファミリーサポート事業を継続的に

実施することで、地域で子育てしやすい環境を整備いたします。 

さらに、病児保育事業を足柄上郡５町の広域連携により継続して実施いたし

ます。 

そして、出産時の経済的支援として、引き続き「出産祝い金」を支給いたします。 

 

紙おむつ支給事業につきましては、出産から２歳に達するまでの乳幼児を養

育する世帯に対し、引き続き紙おむつ購入券を支給いたします。 

 

子育て相談事業につきましては、乳幼児から就学前までの子どもや保護者を

対象に、交流や情報交換の場を設けるため「キッズフェスティバル」を開催い

たします。 

 

要保護児童への支援につきましては、児童相談所等の関係機関で構成する 

要保護児童対策地域協議会において、児童虐待ケースの情報共有と早期対応を

図ります。 

また、関係機関と連携し、支援が必要な子どもの早期発見に努め、児童虐待

の防止に取り組むなど、支援体制を強化いたします。 

 

高齢者等の生活支援事業につきましては、高齢化が進む中、独居高齢者や高

齢者夫婦世帯が増加しており、地域で安全に安心して暮し続けられる生活を支

援するため、緊急通報サービスや外出支援サービスを実施し、地域における高

齢者の福祉サービスの確保に努めてまいります。 

 

福祉タクシー運行事業につきましては、三保地区・清水地区・共和地区・高

松地区・平山瀬戸地区の７０歳以上の方を対象に、タクシーや路線バスに利用

できる助成券を交付するとともに、平山瀬戸地区を除く山北地区・岸地区・高

松地区を除く向原地区の７０歳以上の方を対象に、町内循環バスの回数券を交

付することで、利用者の負担軽減を図るとともに、高齢者が元気に生活してい

ただけるよう外出を支援いたします。 
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介護保険事業につきましては、本年度から令和８年度までを計画期間とする

「第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、介護保険サービスの

充実や介護予防の推進、健康で生きがいのある生活支援や包括的な支援体制づ

くりの推進に取り組んでまいります。 

 

通所型介護予防事業につきましては、介護予防教室を継続的に開催すること

で、高齢者が認知症や要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を続

けることができるよう、事業の充実を図ります。 

 

地域包括支援センター運営事業につきましては、町社会福祉協議会への委託

を継続し、高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、介護・医療・保健・福

祉等の側面から高齢者の生活を支援いたします。 

なお、高齢者福祉は、認知症への対応等、多様化、重層化してきていること

から、地域包括支援センターの更なる機能強化を図ります。 

 

在宅医療・介護連携推進事業につきましては、足柄上地区１市５町で足柄上

医師会への共同委託を継続し、足柄上病院内に「足柄上地区在宅医療・介護連

携支援センター」を設置することで、在宅医療と介護サービスの一体的な提供

に向けた関係者の連携を推進いたします。 

 

認知症地域支援・ケア向上事業につきましては、町社会福祉協議会への委託

を継続し、認知症カフェの運営支援や認知症サポーターの養成講座等を実施す

ることで、認知症の方とその家族を地域全体で支える体制づくりを推進いたし

ます。 

また、認知機能の低下により運転免許証の更新ができなかった高齢者に対し、

本人同意のもと神奈川県警察より情報提供を受け、認知症施策に活用してまい

ります。 

 

障害者自立支援給付事業につきましては、障害者総合支援法に基づくサービ

スの提供により、障がいのある方の生活支援を行うとともに、補装具や自立支

援医療費の給付による経済的な負担軽減や、就労支援及び相談体制を強化し、

地域における自立生活及び社会参加を支援いたします。 
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次に、２点目として、「教育文化分野」であります。 

まず、教育委員会運営事業についてですが、次代を担う子どもの教育・保育

や、青少年の健全育成のため、教育委員会の円滑な運営を推進いたします。 

また、町長と教育委員会で構成する総合教育会議では、本年度から始まる「第

３次教育大綱」に基づき、町と教育委員会が相互に連携を図りながら、地域の

実情に応じた教育行政を推進いたします。 

 

認定こども園運営事業につきましては、園児の給食の安定的な提供のため、

幼保施設で提供する給食の調理業務を、継続して民間事業者に委託するととも

に、主食も給食として提供する完全給食を実施し、町内利用者の無償化を図り

ます。 

 

教育振興事業につきましては、小・中学校の児童・生徒の英語に対する学習

意欲を高め、英語力の向上を図ることを目的として、英語検定料に対する助成

金を継続して交付し、積極的な英語検定の受験を促してまいります。 

また、「休日の部活動の地域連携・地域移行」については、国主導のもと、令

和５年度からの３年間が改革推進期間に位置付けられており、本町においては、

スポーツ団体やＰＴＡ、学校等で構成する部活動地域移行推進協議会を設置し、

継続して検討いたします。 

そして、ＩＣＴ教育を推進するため、ＩＣＴ支援員の配置により、授業への

活用方法や機器等の操作支援を教職員に対し実施いたします。 

 

コミュニティ・スクール運営事業につきましては、学校運営協議会を設置し、

園児・児童・生徒、保護者及び地域住民の園・学校運営への参画促進や連携強

化を図ることにより、相互の信頼関係を深め、一体となって園・学校運営の改

善や園児・児童・生徒の健全育成に取り組んでまいります。 

 

児童生徒援助事業につきましては、特別支援学級に在籍する児童・生徒の保

護者の経済的な負担軽減を図るため、引き続き就学奨励費を交付いたします。 

 

教育支援員、教育専任指導員の配置につきましては、支援が必要な児童・生

徒が在籍する学校や園に教育支援員を配置するとともに、教員の資質向上を図

るため、教育専任指導員を配置することで、教育活動を推進いたします。 
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給食事業につきましては、小・中学校の児童・生徒に安全安心な給食を安定

的に提供するため、給食調理業務の民間事業者への委託を継続するとともに、

保護者の経済的な負担軽減を図るため、学校給食費の一部補助を行います。 

 

スクールバス運行事業につきましては、幼稚園や小・中学校の統合に伴い運

行を開始した、スクールバスの安全な運行管理を継続して実施いたします。 

 

地域協働学習推進事業につきましては、県立山北高等学校が取り組む「地域

協働学習」の研究成果を地域住民へ報告・共有することを通じて、山北高等学

校と地域との協働を推進いたします。 

また、地域課題の解決に向けた探究活動等に要する経費に対して助成金を交

付するなど、山北高等学校を支援してまいります。 

 

教育特区推進事業につきましては、教育特区により認可された、鹿島山北高

等学校の運営等の指導・助言を行うため、引き続き私学審議会の円滑な運営を

推進いたします。 

 

放課後児童クラブ運営事業につきましては、保護者が就労等で昼間家庭にい

ない児童を対象に、川村小学校の余裕教室を活用して、児童福祉法に基づく学

童保育を実施し、児童の放課後の居場所づくりと健全育成を図ります。 

 

生涯学習センター活動推進事業につきましては、引き続き利用者のニーズを

反映した魅力ある講座を企画し、定期的に利用する登録サークルの増加につな

げることで、生涯学習活動の充実を図ります。 

また、本年度は、生涯学習センターフェスティバルの開催に合わせて「ジャ

ズコンサート」を開催いたします。 

 

生涯学習センター維持管理事業につきましては、竣工から３０年以上が経過

し経年劣化が進んでいることから、令和５年度から５か年計画で大規模修繕を

実施しており、本年度は、引き続き多目的ホールの舞台設備の修繕を行い、施

設の安全性と利便性を維持してまいります。 

 

図書室運営事業につきましては、携帯電話会社と共同で「出張スマホ教室」

を継続して開催し、実際に電子図書館を体験してもらい登録を促すことで、電

子書籍の利用を推進いたします。 
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文化財保護事業につきましては、令和５年度に公開事業を行った「山北のお

峰入り」について、次回、令和１０年度の一般公開に向け、普及や継承の観点

から、「ユネスコ無形文化遺産『山北のお峰入り』連絡協議会」において、経常

的な取り組み内容を検討いたします。 

また、「山北のお峰入り」と同様、他の指定民俗文化財についても普及や啓発

を推進していくため、ＰＲ動画の制作について検討いたします。 

 

都市公園整備事業につきましては、河村城址歴史公園の堀切に架かる土橋の

壁面に展示する陶板パネルを制作いたします。 

 

パートナーシップ宣誓制度事業につきましては、「山北町パートナーシップ宣

誓制度」に基づき、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのでき

る地域社会の実現をめざします。 

また、足柄上地区１市５町で締結している「相互利用に関する協定」に基づ

き、宣誓者の負担軽減を図ります。 

 

 

次に、３点目として、「生活環境分野」であります。 

まず、消防団活動事業についてですが、非常備消防を維持増進させるため、

消防団の資質向上に努め、円滑な運営を維持するとともに、消防団員の確保に

努めてまいります。 

 

防災訓練事業につきましては、本年度は、岸地区をメイン会場とした総合防

災訓練を実施するとともに、各地域における防災訓練を支援いたします。 

 

地域防災計画事業につきましては、令和５年の「地域防災計画」改定に伴い、

「防災ハンドブック」を更新するとともに、全戸に配付し、地域住民の防災力・

防災意識の向上を図ります。 

 

ごみ処理の広域化事業につきましては、足柄上地区１市５町の連携による「足

柄上地区ごみ処理広域化協議会」において、新可燃ごみ処理施設の広域化に係

る具体的な課題の検討を行います。 

また、建設予定地と隣接する岸地区の住民に対して、引き続き説明を行うな

ど、本事業への協力について理解を求めてまいります。 
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美化推進事業につきましては、環境美化を推進するため、クリーンキャンペ

ーンを継続して行うとともに、神奈川県警察等と連携を図りながらパトロール

を実施いたします。 

 

野生動物等保護管理事業につきましては、生息域が拡大しているヤマビルに

対して、引き続き自治会に駆除剤を配付するとともに、大井町や松田町と共同

設置した、「あしがら地域ヤマビル対策推進協議会」において、予防対策等を実

施いたします。 

 

東山北駅周辺魅力づくり推進事業につきましては、尾先地区の土地利用につ

いて、町道茱萸ノ木松原先線の新設工事に係る県との河川協議の見通しが立っ

てきたことから、接続道路の必要性等も含めて、尾先地区土地利用研究会と連

携を図りながら、引き続き意見交換を行います。 

 

放置空家対策事業につきましては、法律や不動産等の専門家で構成する空家

等対策協議会を開催するとともに、管理不全空家等の適正な管理について指導

・助言を行います。 

 

町営住宅の環境整備事業につきましては、「町営住宅再編計画」に基づき、既

存住宅の長寿命化を図るため、田屋敷住宅の外装改修工事を行うとともに、老

朽化した前耕地住宅３棟の解体工事を実施いたします。 

 

水道事業につきましては、令和４年度に策定した「共和・清水東部簡易水道

事業基本計画」に基づき、清水東部簡易水道において、引き続き配水管の布設

替工事を実施いたします。 

また、災害に強い水道をめざし、耐用年数を経過している前耕地送水ポンプ

場の再整備に向けた基本設計業務や、安定した取水を行うため「川西簡易水道

事業基本計画」を策定いたします。 

 

下水道事業につきましては、本年度より公営企業会計に移行するとともに、

引き続き「社会資本整備総合交付金」を活用し、老朽化したマンホール蓋の更

新工事を実施いたします。 

 

 

 

 



- 15 - 

 

「第３次定住総合対策事業大綱」の事業推進につきましては、人口減少に歯

止めをかけるため、各種定住施策を横断的に進行管理するとともに、定住対策

事業の推進を図ります。 

また、現行の大綱の計画期間が本年度で終了するため、これまでの効果・検

証を行うとともに、「第４次定住総合対策事業大綱」を策定いたします。 

 

やまきた定住相談センター事業につきましては、地域や、やまきた定住協力

隊、県宅建協会等と協力・連携を図り、新たな空き家の掘りおこしや空き家バ

ンクの運営を行うとともに、空き家見学ツアーや空き家相談会を開催し、空き

家活用の推進を図ります。 

 

移住・定住促進事業につきましては、本町への定住促進を図るため、「新築祝

い金」や「勤労者等住宅資金利子補助金」等の交付や、結婚に伴い新生活をス

タートさせる夫婦を対象とした新居の購入費・家賃・リフォーム費用や引っ越

しにかかる費用等に対する支援を継続して実施いたします。 

また、都心部での移住フェアへの出展等を実施するとともに、移住セミナー

の開催やＳＮＳ等を活用した情報発信を行うことで、移住者のみならず、関係

人口の創出を図ります。 

 

お試し住宅活用事業につきましては、移住・定住を希望される方が一定期間

本町に滞在し、風土や日常の暮らしを体感するとともに、地元住民との交流や

リモートワークなどを体験することで、移住に対する不安を払拭し、本町への

新しい人の流れを生み出すことで、更なる移住・定住促進につなげてまいりま

す。 

 

 

次に、４点目として、「産業振興分野」であります。 

まず、農道、用水維持管理事業についてですが、県が進める農とみどりの整

備事業を活用し、引き続き川西平山地区において用水路の改良工事を行います。 

 

鳥獣害対策事業につきましては、「市町村事業推進交付金」を活用し、鳥獣被

害防止対策の更なる充実を図るため、引き続き平山地区において獣害防止柵の

設置工事を行います。 
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林業促進事業につきましては、清水地区の林道２路線において、改良工事を

行います。 

また、山林の土砂崩れ防止のため、小規模土砂流失防止工事を行います。 

 

森林セラピー運営事業につきましては、豊富な森林を利用して都市住民との

交流や健康づくり、地域活性化を図るため、体験型事業を実施するとともに、

セラピーロードの老朽化したサイン等の整備・修繕を行います。 

 

商工振興事業につきましては、町内産業の振興と持続的な成長を図ることを

目的とした「中小企業・小規模事業者等持続化補助金」について、本年度は、「山

北ブランド認定品」や「ふるさと納税返礼品」となり得る「商品開発型」のほ

か、「創業支援（事業転換）型」を新設し、継続して中小企業等を支援いたしま

す。 

 

観光施設維持管理事業につきましては、近年、乳幼児を連れた利用者が多く

なっている平山大型駐車場公衆トイレへのベビーシート設置工事や、経年劣化

により使用停止となっている大野山山頂公衆トイレのポンプ改修工事を行うほ

か、引き続きハイキングコースや公衆トイレ、山北駅周辺の桜の維持管理に努

めます。 

 

観光振興事業につきましては、山北駅前に設置されている大型看板の更新を

行うほか、昨年、町に寄贈された文覚上人像を多くの方々に鑑賞していただけ

るよう、ゆかりのある洒水の滝付近に台座を設置いたします。 

また、来年度、県によるリニューアル工事が予定されている「道の駅山北」

の運営助成や地元調整について、引き続き実施してまいります。 

 

山北ブランド推進事業につきましては、町の地域資源を活用した商品を「山

北ブランド」として認定するほか、認定商品の周知や新たな商品の発掘に努め

ます。 

 

Ｄ５２活用事業につきましては、国内で唯一動態保存されている蒸気機関車

Ｄ５２を町内外にＰＲするとともに、適切な維持管理を行うため、月１回の整

備運行やイベント時の運行を行います。 

また、併せて鉄道資料館の運営に対し、引き続き助成を行います。 
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次に、５点目として、「都市基盤分野」であります。 

まず、土地利用調査事業についてですが、令和７年度からの１０年間を計画

期間とする「第４次土地利用計画」を、「第６次総合計画」の基本構想で定めた

土地利用構想に基づき策定いたします。 

 

（仮称）山北スマートインターチェンジ周辺土地利用構想関連事業につきま

しては、令和９年度中に供用開始が予定されている（仮称）山北スマートイン

ターチェンジの設置を見据え、「（仮称）山北スマートＩＣ周辺土地利用構想」

における土地利用展開イメージの実現に向けて、県・中日本高速道路・町で構

成するプロジェクト会議において検討を進めてまいります。 

 

地域公共交通会議運営事業につきましては、町民・交通事業者・国・県・町

などで構成する地域公共交通会議において、令和５年度に策定した「地域公共

交通計画」に位置付けられた施策や事業について検討し、本町にとって望まし

い持続可能な移動手段の確保に向けた取り組みを推進いたします。 

 

新東名対策事業につきましては、中日本高速道路が実施する新東名高速道路

の建設事業を支援、促進いたします。 

また、（仮称）山北スマートインターチェンジの整備につきましては、中日本

高速道路との間で締結した工事細目協定に基づき、年度契約を締結して整備を

推進いたします。 

なお、本年度は、高速道路本線のオフランプの切土工事を実施いたします。 

 

現東名対策事業につきましては、中日本高速道路が実施する現東名高速道路

のリニューアル工事や維持管理業務、さらには交差構造物等の環境保全に対し

本町の要望を伝えるなど、引き続き密接な連絡調整を図ります。 

 

町道維持補修事業につきましては、新たに「道路トンネル･ロックシェッド長

寿命化修繕計画」に基づき、ロックシェッドの定期点検業務を実施いたします。 

また、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、継続して、町内２０か所の橋梁  

定期点検業務を実施いたします。 
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最後に、６点目として、「行財政分野」であります。 

まず、行政改革大綱の策定についてですが、現行の大綱の計画期間が本年度

で終了することから、令和７年度から始まる「第９次行政改革大綱」を策定し、

社会情勢の変化に対応した効率的、効果的で持続可能な行政サービスの実現に

向けて、行政改革の取り組みを推進いたします。 

 

ふるさと応援寄附金推進事業につきましては、寄附を募るポータルサイトを

増やし、より多くの方にアピールするとともに、現地決済型の寄附導入に向け

た検討を進め、更なる寄附の確保を図ります。 

 

地方創生推進事業につきましては、国の「地方創生応援税制（企業版ふるさ

と納税）」を活用し、「第２期総合戦略」に位置付けられた本町の地方創生への

取り組みに対して関心を持ってもらい寄附していただけるよう、マッチング支

援業務等を通じて民間企業への働きかけを推進します。 

 

戸籍住民基本台帳等管理事業につきましては、コンビニエンスストア等に設

置された多機能端末から、マイナンバーカードを利用して住民票や印鑑登録証

明書の交付を行う証明書コンビニ交付サービスについて、引き続き利用者の増

加を図るとともに、町民の利便性向上に努めてまいります。 

また、戸籍附票システムへの振り仮名対応業務を推進し、令和７年度末の自

治体情報システムの標準化移行に向け、本年度中に戸籍システムのクラウド機

器への更新を実施いたします。 

 

番号制度運営事業につきましては、行政手続きの利便性向上や、行政サービ

スの効率化、税や社会保障の公平・公正の実現のため、引き続きマイナンバー

カードの取得啓発を積極的に行い、確実な運用を推進いたします。 

 

固定資産等評価事業につきましては、令和９年度に行う土地の評価替えに向

けた土地評価業務を実施いたします。 

 

広報・広聴事業につきましては、正確で分かりやすい広報活動を推進すると

ともに、広報媒体の有効活用に努めてまいります。 

また、広報・広聴手段の簡易・集約化やデジタル化の推進について、引き続

き検討いたします。 
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自治体間交流事業につきましては、東京都品川区や新潟県村上市との交流事

業や、水源地域交流事業、静岡県御殿場市との関係人口の創出・拡大に向けた

取り組み等についてより一層推進いたします。 

 

広域行政推進事業につきましては、広域的な課題に対応するため、「神奈川県

西部広域行政協議会」や「あしがら広域連携協議会」等において、近隣市町と

の連携を図るとともに様々な取り組みを進め、広域行政の推進を図ってまいり

ます。 

 

 

以上が、令和６年度における、私の町政運営の基本的姿勢と主要な施策の概

要であります。 
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≪おわりに≫ 

さて、冒頭でも申し上げましたとおり、本年度は、新たなまちづくりの指針

となる「第６次総合計画」がスタートする、本町にとって節目となる重要な年

度になると考えております。 

 

策定にあたりましては、従来から実施している「町民アンケート調査」だけ

でなく、初めての試みとして「町民ワークショップ」や「中学生ワークショッ

プ」を開催するなど、様々な立場の方々から、本町の将来についてご意見をお

聞きしました。 

また、各分野の町民の代表者や公募委員で構成する総合計画審議会において

は、昨年３月から７回にわたり、慎重かつ熱心なご議論をいただき、町民の皆

様の思いが反映された計画案を取りまとめていただきました。 

さらに、議会全員協議会においても３回ご説明させていただき、様々なご意

見やご助言をいただきました。 

改めまして、策定に関わったすべての皆様に深く感謝を申し上げます。 

 

わが国の人口減少、少子・高齢化の進行はとどまることがなく、昨年１２月

に「国立社会保障・人口問題研究所」が公表した「地域別将来推計人口」によ

りますと、本町の２０５０年の総人口は、２０２０年の総人口から５１．２％

減少し、約半分の４,７６２人となる推計となっており、日本全体の課題とはい

え大変厳しい結果が示されております。 

 

そのような状況の中、今後の将来を見据え、まちづくりをどのように進めて

いくのか、新たな総合計画の計画期間となるこの１０年間は、本町にとって非

常に重要な期間であると考えておりますので、私が町長に就任して以来、一貫

して申し上げてきた「元気な山北のまちづくり」を信念に掲げ、本町に関係す

るすべての方々とともに、基本構想に定める将来像の実現に向けた施策や事業

を着実に推進していきたいと考えております。 

 

最後になりますが、令和６年度も町民の皆様の一層のご理解とご支援、並び

に議員の皆様のご指導、ご協力をお願い申し上げまして、令和６年度の施政方

針説明とさせていただきます。 
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令和６年度 当初予算について 

 

 

続きまして、令和６年度の当初予算案について、ご説明申し上げます。 

令和６年度の本町の財政運営は、基幹財源である町税が法人町民税を中心に

減少し、歳出については旧山北体育館代替体育施設建築に係る事業費の増や、

人事院勧告による人件費の増などにより、引き続き厳しい状況でありますが、

国県支出金や基金の有効的な活用により、子ども・子育て支援の取り組みや安

全・安心なくらしづくりなど、魅力的なまちづくりを行いながら、喫緊の課題

を解決するための編成としました。 

また、次期総合計画の策定と並行して予算編成を行い、次期総合計画に位置

付けられる予定の事業について、重点的に財源を配分しました。 

その結果、予算総額は、一般会計、８の特別会計並びに２の企業会計の合計

で９，３７９，１４４千円となり、前年度と比較しますと４１６，１１４千円、

４．６％増の編成といたしました。 

 

 

最初に［一般会計］について、ご説明申し上げます。 

 

一般会計の予算額は５，４９４，０００千円で、前年度と比較しますと 

２４８，０００千円の増となりました。 

 

歳入について款別に主な内容をご説明申し上げます。 

 

町税については、法人の決算見込み等により、前年度対比２６，０８０千円

減の１，６２６，７６９千円を計上いたしました。なお、歳入予算総額に占め

る割合は２９．６％となっています。 

 

次に、地方譲与税は、森林環境譲与税の増額により、前年度対比１，９２２

千円増の５３，１７８千円を計上いたしました。 

 

利子割交付金は４１０千円、配当割交付金は８，３００千円、株式譲渡所得

割交付金は６，３００千円、法人事業税交付金は２３，６００千円、地方消費

税交付金は２２６，０００千円、ゴルフ場利用税交付金は７，４００千円、環

境性能割交付金は７，４００千円、地方特例交付金は５，６００千円で、それ

ぞれ前年度の交付実績等により計上いたしました。 

 

地方交付税は、国税の増収見込み等により、前年度対比２００，０００千円
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増の１，４００，０００千円を計上いたしました。 

 

交通安全対策特別交付金は、前年度の交付実績等により、概ね前年度と同額

の１，８００千円を計上いたしました。 

 

分担金及び負担金は、保育料の増などにより、前年度対比２，４０５千円増

の２９，６０６千円を計上いたしました。 

 

使用料及び手数料は、概ね前年度と同額の１５０，６０３千円を計上いたし

ました。 

 

国庫支出金は、町営田屋敷住宅外装改修工事などにより、前年度対比 

１６，７４８千円増の３２１，９３１千円を計上いたしました。 

 

県支出金は、旧山北体育館代替体育施設の建築などにより、前年度対比 

７１，３６２千円増の３８０，４０９千円を計上いたしました。 

 

財産収入は、物品売払収入の増により、前年度対比９，６４７千円増の 

３０，８４８千円を計上いたしました。 

 

寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金の見込み減により、前年度対比

１００，０００千円減の５００，０００千円を計上いたしました。 

 

繰入金は、基金繰入金の増などにより、前年度対比１２，１４４千円増の 

２２９，９２６千円を計上いたしました。 

 

繰越金は、収支見込みにより、前年度対比１０，０００千円減の 

１００，０００千円を計上いたしました。 

 

諸収入は、旧山北体育館代替体育施設の建築に係るスポーツ振興 

く じ 助 成 金 の 増 な ど に よ り 、 前 年 度 対 比 ３ ０ ， ９ １ ７ 千 円 増 の 

１５９，２２０千円を計上いたしました。 

 

町債は、元利償還金の全額が後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入さ

れる「臨時財政対策債」１５，０００千円等を見込み、合計では前年度対比 

４１，１００千円増の２２４，７００千円を計上いたしました。 

なお、起債発行額については年度中の元金償還額以内の計上となりました。 

主な歳入については、以上のとおりであります。 
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続きまして、歳出について款別に、主な内容をご説明申し上げます。 

 

議会費は８９，８６５千円で、前年度対比２，５８３千円の減額計上となり

ました。 

 

総務費は９６１，５２３千円で、前年度対比２９，２９２千円の増額計上と

なりました。 

新規事業としては、自治会活動活性化応援助成金、第３期総合戦略の策定な

どであります。 

 

民生費は１，３４７，０２２千円で、前年度対比４０，７１０千円の増額計

上となりました。 

新規事業としては、子育て支援事業計画の改定などであります。 

なお、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険に係る特別会計繰出金等に

ついては４７６，８５５千円を計上いたしました。 

 

衛生費は５００，３３２千円で、前年度対比１９，４１５千円の増額計上と

なりました。 

新規事業としては、環境基本計画の改定などであります。 

 

農林水産業費は１３４，４７８千円で、前年度対比４２，９１８千円の減額

計上となりました。 

拡充事業としては、森林環境譲与税を活用した事業の充実などであります。 

 

商工費は４０１，５８８千円で、ふるさと応援寄附金推進事業の減に伴い、

前年度対比８０，５０１千円の減額計上となりました。 

 

土木費は５４９，７１８千円で、前年度対比４５，１６８千円の増額計上と

なりました。 

拡充事業としては、道路新設改良事業５２，００４千円などであります。 

 

消防費は２２５，４１０千円で、前年度対比２３，９７３千円の減額計上と

なりました。 

新規事業としては、防災ハンドブック作成業務委託料などであります。 

 

教育費は８１７，７４９千円で、前年度対比２９９，９６７千円の増額計上

となりました。 
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新規事業としては、旧山北体育館代替体育施設の建築などであります。 

 

災害復旧費は１，５００千円で、前年度同額を計上いたしました。 

 

公債費は、町債の償還元金４０８，７６３千円、償還利子１０，０４１千円

の合計４１８，８０４千円を計上いたしました。 

 

諸支出金については、土地開発公社に係る利子補給金４４１千円を計上いた

しました。 

 

予備費については、４５，５７０千円といたしました。 

 

以上、主な歳出について申し上げましたが、予算段階での財政状況指数を試

算しますと、経常収支比率８４．５％、実質公債費比率１０．１％となり、将

来負担比率は算定されませんでした。 

 

債 務 負 担 行 為 は 、 令 和 ６ 年 度 以 降 の 限 度 額 合 計 で １ ２ 件 、 

２，０３４，２４９千円となりました。 

債務保証については、合計で３件、１２５，８５７千円であります。 

 

なお、地籍調査事業、戸籍住民基本台帳等管理事業、住民税非課税世帯等に

対する臨時特別給付事業及び地球温暖化防止対策推進事業については、令和５

年度からの繰越事業として予定をしております。 

 

 

続きまして、特別会計の概要を、ご説明申し上げます。 

 

最初に、［国民健康保険事業特別会計］についてご説明申し上げます。 

 

国民健康保険事業は、都道府県が財政運営の責任主体であり、市町村は窓口

業務を担当しております。 

予算総額は１，４０１，７２４千円で、前年度比１．８％の減額計上となり

ました。 

歳入のうち国民健康保険税は２８７，１６７千円で、前年度対比１．８％の

増額計上となりました。 

歳出のうち保険給付費は１，００５，１１６千円で、前年度対比０．５％の

増額計上となりました。引き続き医療費の抑制に努めてまいります。 
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次に、［後期高齢者医療特別会計］についてご説明申し上げます。 

 

後期高齢者医療制度は、町と神奈川県後期高齢者医療広域連合とが連携して

運営しております。 

予算総額は、２３６，５３４千円で、前年度対比１８．０％の増額計上とな

りました。 

歳入については、徴収保険料と一般会計からの繰入金などであります。 

歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金が９６．９％を占めており

ます。 

 

次に、［町設置型浄化槽事業特別会計］についてご説明申し上げます。 

 

町設置型浄化槽事業は、三保ダム集水域における高度処理型合併処理浄化槽

の管理をしております。 

予算総額は１５，３４６千円で、前年度対比６８．３％の減額計上となりま

した。 

歳入のうち浄化槽使用料は５，２８０千円で、前年度対比６．２％の減額計

上となりました。 

歳出については、浄化槽設置事業は皆減、浄化槽維持管理事業 

１１，２６２千円を計上いたしました。 

 

次に、［山北・共和・三保の各財産区特別会計］についてご説明申し上げま

す。 

 

各財産区とも、歳入は土地貸付収入等、歳出は基金積立金等で、山北財産区

については予算総額２，３１４千円、共和財産区については予算総額 

３０，９９９千円、三保財産区については予算総額５，７５０千円をそれぞれ

計上いたしました。 

 

次に、［介護保険事業特別会計］についてご説明申し上げます。 

 

介護保険事業は、介護サービスを効果的に提供し、自立した日常生活を送る

ための支援の充実等を図るものです。 

予算総額は１，２５３，４１６千円で、前年度対比２．１％の減額計上とな

りました。 

歳入のうち保険料は２７９，０３０千円で、前年度対比４．１％の減額計上

となりました。 

歳出については、保険給付費１，１１９，５６０千円、地域支援事業費 
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７７，１９９千円で、全体の９５．５％を占めています。 

 

次に、［商品券特別会計］についてご説明申し上げます。 

 

商品券特別会計は、「商品券」を発行し、町内の商工業の振興、消費の拡大を

目的として事業を推進しております。 

予算総額は９，１３８千円で、前年度対比１１．２％の増額計上となりまし

た。 

歳入は商品券売払収入等、歳出は商品券換金代等を計上しました。 

 

次に、［水道事業会計］についてご説明申し上げます。 

 

水道事業会計の予算総額は３０１，９４８千円で、前年度対比８．４％の増

額計上となりました。 

収入のうち給水収益は１５７，９３６千円で、前年度対比１．２％の減額計

上となりました。 

支出については、前耕地送水ポンプ場の再整備に向けた基本設計を行い、引

き続き、常に安全で安心な水を供給してまいります。 

 

最後になりますが、［下水道事業会計］についてご説明申し上げます。 

 

下水道事業会計については、令和６年度より公営企業会計に移行し、予算総

額は６２７，９７５千円で、前年度対比４９．８％の増額計上となりました。 

収入のうち下水道使用料は１９５，１８０千円で、前年度対比２．３％の減

額計上となりました。 

支出については、国の交付金を活用し、老朽化したマンホール蓋の更新を行

います。 

 

「令和６年度当初予算」につきましては、以上のとおり、魅力的なまちづく

りを行いながら、喫緊の課題を解決するための予算編成といたしました。 

なお、地方自治法第１４９条第１項の規定により、議案第２８号から第３８

号で各会計の予算を提案しておりますので、よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

 

   令和６年３月４日 

 

山北町長 湯 川 裕 司 


